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お知らせ版
広報くにみ 　  令和 5 年

3月24日号

編集 ・発行　国見町総務課

国見町議会議員一般選挙

固定資産税課税台帳の閲覧と土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

　固定資産税課税台帳の閲覧と土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次のとおり行いますので、お知らせします。

なお、令和 5年度の固定資産税納税通知書は 4月中旬（15 日頃）に発送の予定です。

　問税務課課税係　☎ 585-2778

区分 固定資産税課税台帳の閲覧 土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧

制度の内容
自己の所有する土地・家屋について、課税台帳
に記載された内容を確認することができます。

町内の土地・家屋と比較して、自己の土地・家
屋の評価額が適正であるか確認することができ
ます。

閲覧・縦覧できる方

①納税義務者

②納税管理人

③借地人・借家人

④�当該固定資産を処分する権利を有する一定の方

⑤�①から④の委任状を持参した方

①納税義務者

②納税管理人

③�①から②の委任状を持参した方

閲覧・縦覧期間
通年 5月 1日月まで

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分（土・日・祝日を除く）

必要なもの

①�申請人（窓口においでの方）であることを証

明できるもの

例）�個人番号カード、運転免許証、健康保険証等

②印鑑（法人の場合、登録印）

③�借地人・借家人等は契約書等、処分する権利

を有する一定の方はそれを証する書類

①�申請人（窓口においでの方）であることを証

明するもの

例）�個人番号カード、運転免許証、健康保険証等

手数料 1 件 300 円（納税義務者は 5月 1日まで無料） 無料

問選挙管理委員会事務局　☎ 585-2112

　任期満了に伴う国見町議会議員選挙を行います。みんなそろって投票しましょう。

【お知らせ】国見町議会議員一般選挙 立候補者予定説明会を開催します。

　立候補予定者または代理人の方を対象に、立候補届出方法等の説明会を開催します。

■告示日　5 月 23 日火　　■投開票日　5 月 28 日日

■日時　4月 20 日木　午前 10 時から

■会場　国見町役場 2階　大会議室

※会場の都合上、説明会への出席は 1候補者につき 2人までとさせていただきます。
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被災者生活再建支援金の申請期間が延長されました

　令和 4 年福島県沖地震により、居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対する被

災者生活再建支援制度について、基礎支援金の申請期間が延長となりました。

■申請期間　基礎支援金：令和 6年 4月 15 日まで（変更前期限：令和 5年 4月 15 日）

　　　　　　加算支援金：令和 7年 4月 15 日まで

■支援制度の対象となる被災世帯

　①住宅が「全壊」「大規模半壊」した世帯

　②住宅が「半壊」、または住宅の敷地に被害が生じ、住宅を解体した世帯

　③住宅が「中規模半壊」した世帯

　問住民防災課環境防災係　☎585-2116

問建設課管理係　☎ 585-2972

住宅応急修理制度の完了期限が延長されました

　令和 4 年福島県沖地震により準半壊以上の被害を受けた世帯に対し、災害救助法に基づき日常生活に必要な最

小限度の部分を応急的に修理する住宅応急修理制度について、完了期限が延長されましたのでお知らせします。

■完了期限　令和 5年 6月 15 日木まで　←　（変更前期限：3月 15 日）

問幼児教育課幼児教育係　☎ 585-2119

「つながる～む」リニューアルに伴う臨時休館のお知らせ

　道の駅国見あつかしの郷「こども木育広場つながる～む」は、これまで以上に木のおもちゃを多くの皆さんに

楽しんでいただけるよう、4月からリニューアルします。

　このことに伴い、準備のため臨時休館させていただきます。皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解のほ

どお願いします。

■臨時休館期間　3月 30 日木から 4月 7日金（予定）

※再開後のオープン時間などは、ホームページなどでお知らせします。

国保「人間ドック・脳ドック」の受付予定

　国民健康保険加入者の人間ドック・脳ドックの受け付けは、電話とインターネットによる申し込みを予定し

ています。詳しくは、4月上旬に各戸配布予定の申し込みチラシや町ホームページをご確認ください。

■受付期間　4月 18 日火から 20 日木（予定）

■受診期間　6月から翌年 1月

※後期高齢者の脳ドックは 9月中旬に受け付けする予定です。詳しくは 8月の広報等をご確認ください。

問ほけん課国保係　☎ 585-2785
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凍霜害に注意してください

　本年も凍霜害が心配される季節となり、3月 17 日より国見町防霜対策本部を設置しました。

　なお、凍霜害の発生しやすい条件は、①降雨後で肌寒い北よりの風が吹く、②夕方に風がやむ、③夜になり

晴れ上がり、雲がなく、星が輝き、底冷えするなどです。さらに、乾燥条件下では、気温が急激に低下しやす

いので注意が必要です。

　特に果樹、野菜とも生育ステージごとの温度管理が重要です。天気予想図や霜注意報などの気象情報、さら

に気象観測システムの情報により降霜の危険性を知ることができますので、防霜対策期間（5 月 31 日まで）は

常に気象情報などに注意を払いましょう。

【参考】気象観測システム（国見町川内、伊達市梁川町二野袋）

　パソコン：http://www.923ondo.com/

　携帯電話：http://www.923ondo.com/keitai/

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問産業振興課農林振興係　☎ 585-2986

マイナンバーカードの受け取りはお済みですか？

マイナポイントの申請期限は 5月末までです

　問住民防災課戸籍係　☎ 585-2115

◎ 3 月のマイナンバーカード臨時窓口

■日時　3月 26 日日　午前 9時から午後 4時

■場所　国見町役場　住民防災課戸籍係（緑の窓口 1番）

　マイナンバーカードを申請された方で、個人番号カード交付通知書（ハガキ）が届いているが、カードの受

け取りがお済みでない方はいらっしゃいませんか？　必要書類を持参のうえ、役場 1 階住民防災課戸籍係まで

お越しください。

■必要書類

　◎個人番号カード交付通知書（ハガキ）　※紛失された方はご相談ください

　①通知カード（お持ちの方は返納が必要）、または個人番号通知書（提示のみ）

　②住民基本台帳カード（お持ちの方は返納が必要）

　③本人確認書類

　　Ａ＜ 1点でよいもの＞

　　　運転免許証、旅券、住民基本台帳カード（顔写真付き）、身体障害者手帳、在留カード　など

　　Ｂ＜ 2点必要なもの＞

　　　健康保険証、介護保険証、年金手帳、各種年金証書、学生証、子ども医療費受給資格者証　など

■注意点　窓口の状況により、お待たせすることもあるので、時間には余裕を持ってお越しください。

　〇通知カードのみほん

【表面】 【裏面】
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「（仮称）白石小原陸上風力発電事業 環境影響評価方法書」
　　　　　　　　　　　　　の閲覧及び説明会の開催について

問住民防災課環境防災係　☎ 585-2116

　宮城県白石市及び福島県国見町において、白石小原陸上風力発電合同会社が計画している（仮称）白石小原

陸上風力発電事業に関して、環境影響評価法に基づく「環境影響評価方法書」を縦覧し、広く意見を募集します。

また、事業及び方法書の内容についての説明会を開催します。

■縦覧場所　役場庁舎 1階　住民防災課

■縦覧期間　3月 30 日木から 5月 12 日金まで（土・日・祝日を除く午前 8時 30 分から午後 5時 15 分まで）

■インターネットによる公表（事業者ホームページ）�　http://influx-shiroishiobara.jp

■意見書の受付　�環境保全の見地からの意見をお持ちの方は、縦覧場所に備え付けている意見書箱に投函する

か、問い合わせ先へ郵送ください。

※意見書は縦覧場所に備え付けています。（上記ホームページからもダウンロード可能）

■意見書の提出期限　5月 26 日金（当日消印有効）

■問い合わせ先　白石小原陸上風力発電合同会社

　　　　　　　　〒 332-0017　埼玉県川口市栄町 1丁目 7番 14 号 2 階（株式会社 INFLUX�埼玉支店�内）

　　　　　　　　☎ 048-446-7628（土・日・祝日を除く午前 10 時から午後 5時まで）

■説明会の場所　国見町観月台文化センター　大研修室

■説明会の日時　4月 16 日日　午前 10 時から正午

　　　　　　　��4 月 22 日土　午前 10 時から正午

■事業概要　発電所の出力：79,800kw（4,200kw × 19 基）

　　　　　　事業計画地：宮城県白石市及び福島県国見町

※配慮書では萬歳楽山の辺りまで範囲としていましたが、

　方法書では範囲を変更し、白石小原エリアに集約しました。

　粗大ごみを出すときは、収集日の前日（平日の

午前 8時 30 分から午後 5時 15 分）までに、品目・

数量・ごみ置場の番号を住民防災課へ連絡してく

ださい。受付のないものは収集しません。

　ごみの出し方のルールを守ってください

・ごみ袋に名前を書いて出してください。

・プラスチックのごみ袋には、水洗い等で簡単に汚

　れが落ちたものだけを入れてください。汚れがあ

　るものは「もやせるごみ」として出してください。

4月5日水  ・19日水町による粗大ごみ収集日

粗大ごみ収集日と

ごみの出し方

問住民防災課環境防災係　☎ 585-2116

・不法投棄とは法律（廃棄物の処理及び清掃に関

　する法律）に反して決められた場所以外に、廃

　棄物を投棄することです。

・「少しくらいなら」と不法投棄した場合、「法律

　第 25 条第 1項第 14 号」に違反することになり、

　【5 年以下の懲役若しくは 1 千万円以下の罰金】

　に処され、またはこれを併科されます。「知らな

　かった」としても法律に反していれば逮捕され

　ることもあります。

問住民防災課環境防災係　☎ 585-2116

不法投棄は犯罪です


